
 標準化の対象となる全34,592システムのうち、令和７年12⽉末時点で、 8,956システム（25.9％）が特定移⾏⽀援システムに該当する
⾒込み（令和７年12⽉23⽇公表時点から＋3,947システム）。

 特定移⾏⽀援システムを１つでも有する団体数は1,788団体のうち935団体（52.3％）。
 主な増加要因は、移⾏作業が本格化する中で、移⾏作業やその直後の運⽤に想定以上のSEリソースが必要であることが判明したこと等
により、事業者による移⾏スケジュールの⼤幅な⾒直しが⾏われたため。

 令和８年１⽉末時点で、13,283システム（38.4％）が標準準拠システムへの移⾏を完了しており、移⾏が完了しているシステムを１つ
でも有する団体数は1,188団体（66.4％）（総務省の標準化PMOツールより）。

特定移⾏⽀援システムの該当⾒込み（概要）（令和７年12⽉末時点）

前回公表値【参考】左のシステムを
１つでも有する団体数

前回公表値システム数分 類

（7）7（44）44現⾏システムがメインフレームで運⽤されて
いるもの事由１

（31）26（197）189現⾏システムがパッケージシステムではない
個別開発システムで運⽤されているもの事由２

（98）97（184）184
現⾏事業者が標準準拠システムの開発を⾏わ
ないとしているシステムであり、かつ代替シ
ステム調達の⾒込みが⽴たないもの

事由３

（699）907（4,584）8,539事業者のリソースひっ迫による開発⼜は移⾏
作業等の遅延の影響を受けるもの等事由４

（743）935団体
（重複排除）

（5,009）8,956システム
（全34,592システムのうち25.9％）合 計

★令和７年12⽉23⽇に公表した調査結果（令和７年10⽉末時点）

★ ★



437
437

132
133

429
482
475
475
483

427
453

401
486

534
492

237
366

576
431

572
498

0 100 200 300 400 500 600

01．住⺠基本台帳
02．印鑑登録

03．⼾籍
04．⼾籍の附票

05．選挙⼈名簿管理
06．個⼈住⺠税
07．法⼈住⺠税
08．固定資産税
09．軽⾃動⾞税

10．就学
11．国⺠年⾦

12．国⺠健康保険
13．後期⾼齢者医療

14．介護保険
15．障害者福祉
16．⽣活保護
17．健康管理
18．児童⼿当

19．児童扶養⼿当
20．⼦ども・⼦育て⽀援

21．共通機能

業務システム

業務システム数

 事業者による移⾏スケジュールの⼤幅な⾒直し等に伴い、「⼾籍」と「⼾籍の附票」を除く各業務システムに
ついて、令和７年10⽉末時点から200システム程度増加している。
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※ 括弧内の数値は令和７年10⽉末時点からの増減

業務システム別の特定移⾏⽀援システム数（令和７年12⽉末時点）




